
令和６年度 東海地区協議会審査会 

及び資格更新講習会開催要項 

 

１．日 時 ： 令和６年６月１日（土）・２日（日）    

 

２．会 場 ： 名古屋市枇杷島スポーツセンター 第 2 競技場 

名古屋市西区枇杷島 1-1-2  

TEL：052-532-4121 

 

３．講習会及び審査会要項 
 

３-１．公認地区組手・形審判員審査会（新規受審者） 

新規地区形Ａ級・Ｂ級受審者・保留者は、別紙を参照 

 

（１）受審資格 受審者は「全日本空手道連盟 資格基準」（４項を参照）を満たし、 

        各県空連で推薦された全空連会員であること。  

（２）申込書類 ・別添する審査申込書。 

・返信用封筒（全空連からの合否連絡用） 

（長形３号、住所と氏名の記入、８4 円切手を貼付） 

（３）持 参 品  全空連会員証、空手競技規定、審判員シューズ、笛、筆記用具（鉛筆・ 

消しゴム） 

（４）審 査 料  事前に要綱２の指定口座に振込むこと。 

地区組手 18,000 円 

地区形 A 級・B 級 18,000 円（B 級更新+A 級新規受審除く） 

保留者（１科目につき）3,000 円 
 
 
３-２．公認地区組手審判員・形審判員講習会（更新者） 

３-３．公認全国組手審判員講習会（更新者） 

 

（１）注 意 点  現在の有効期限が２０2５年３月３１日の方は、令和６年度内に更 

新講習に参加しないと、令和７年４月１日以降は降格となります。 

（２）持 参 品  全空連会員証、空手競技規定、審判員シューズ、笛、筆記用具、 

（３）講習・更新料  事前に要綱２の指定口座に振込むこと。 

     地区組手審判員  2６,500 円 

地区形審判員  2６,500 円（B 級更新+A 級新規受審含む）             

全国組手審判員   3７,500 円 

（新設）永年マスター審判員   10,５00 円  全国審判員・地区審判員、組手・形 

（新設）マスター審判員    15,５00 円  全国審判員・地区審判員、組手・形 

（いずれも会員証発行手数料 500 円を含む） 

・永年マスター審判員は更新講習会の参加は不要（詳しくは別紙 

「マスター審判員制度」をご参照ください） 

・復活希望者は申請書の復活の欄にチェック✔を入れること。  

ただし、復活の対象者は有効期限が 1 年以内に切れた方のみです。 

復活希望者は別途手数料として 10,000 円が必要。 



 

３-4．公認 4・5 段位審査会   

 

（１）受審資格 受審者は「全日本空手道連盟 資格基準」（４項を参照）を満たし、 

各県空連で推薦された全空連会員であること。    

  （２）申込書類 ・段位受審申請書 1 通  

・返信用封筒（全空連からの合否連絡用） 

（長形３号、住所と氏名の記入、８4 円切手を貼付） 

（３）持 参 品 全空連会員証、安全具（メンホー、拳サポーターの使用を義務付ける。 

ボディプロテクター、セーフティーカップ、マウスピースは任意での 

使用を認める。その他の安全具は使用不可)、空手衣（胸マークは布 

またはテーピングで隠すこと） 

（４）審査科目 形を 2 つ（指定形、自由形） 

                 自由組手または形の分解組手  

(５）審 査 料  事前に要綱２の指定口座に振込むこと。 

審査料 四段 ２２,000 円 

審査料 五段 ２３,000 円 
 
 
４．全日本空手道連盟 資格基準 

審査名 取得条件 

公 認 ４ 段 満２３歳以上かつ３段取得後２年以上 

公 認 ５ 段 満２６歳以上かつ４段取得後３年以上 

地区組手審判員 
公認３段以上、空手道歴８年以上、都道府県組手審判取得後２年

以上、満２５歳以上、日本スポーツ協会コーチ 1 以上 

地 区 形 審 判 員   

■Ｂ級 公認５段以上、都道府県形審判員、地区組手審判員以

上、 

日本スポーツ協会コーチ 2 以上、満３0 歳以上 

■Ａ級 地区形 B 級保持者、日本スポーツ協会コーチ 2 以上 

A 級・B 級ともに地区形養成講習会受講者 

注意）・空手道歴は満１５歳より数える。 

・令和 5 年度の日本スポーツ協会コーチ 1.コーチ 2 の新規受講者で、JSPO に未登録の方 

については、地区組手審判員においては受審可能で「修了証書」の写し（Ａ４コピー） 

を申込書へ添付してください。地区形審判員については、受審が出来ません。ただし、 

本年４月末の全空連の会議において方針に変更がありましたら連絡いたします。 
 
 

５．スケジュール  別紙のとおり  

但し受審者数などにより、予定時刻が変更になることがあります。 

⁂ 申込み：メール又は郵送で要綱⓶の東海地区担当事務局まで申し込んでください 

       締め切り：令和 6 年 5 月８日（水） 

以上 


